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（６）対象労働者が、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等による紹介の時点におけ

る条件とは異なる条件で雇い入れられた場合で、当該対象労働者に対し労働条件に関す

る不利益または違法行為があり、かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることにつ

いての申し出があった場合

（７）支給対象期における対象労働者の労働に対する賃金が、支払期日までに支払われてい

ない場合

（８）対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金（生活保護受給者等雇用

開発コース）の支給決定の対象となった者のうち、雇入れ日から起算して１年を経過す

る日（以下「確認日Ａ」という）が基準期間内にある者が５人以上いる場合であって、

それらの者が、確認日Ａの時点で離職している割合が 25％を超えている場合

※ 就労継続支援Ａ型事業所で、平成２９年５月１日以降に対象労働者を雇い入れている場合のみ

（以下(9)において同じ）。

（９）対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース）

の支給決定の対象となった者のうち、助成対象期間の末日の翌日から起算して１年を経

過する日（以下「確認日Ｂ」という）が基準期間内にある者が５人以上いる場合であっ

て、それらの者が、確認日Ｂの時点で離職している割合が 25％を超えている場合

５．支給対象期（下記「支給額」の１を参照）の途中で当該対象労働者を雇用しなくなった場合

（対象労働者の責めに帰すべき理由による解雇、対象労働者の死亡、天災その他やむを得ない理由に

より事業の継続が不可能となったことによる解雇を除く）は、当該支給対象期については不支給とな

ります。

※なお、平成３０年１０月１日以降に対象労働者を事業主都合により離職させた場合、離職させた日以後３年間、

当該事業所に対して生活保護受給者等雇用開発コースは不支給となります。

１．対象労働者

本助成金における「対象労働者」は、次のすべてに該当する求職者です。

（１）生活保護受給者または生活困窮者であって、次の①～③のいずれかに該当する者

※「生活保護受給者」とは、雇入れ日の時点で現に生活保護を受給中の者であって、生活保

護の申請段階の者や過去に生活保護を受給していた者は含みません。この助成金の対象

となる「生活困窮者」とは、地方公共団体が、生活困窮者自立支援法に基づく計画（自

立支援計画）の作成を行った者であり、雇入れ日に、当該自立支援計画に記載された支

援の目標の達成時期が到来していない者に限ります。詳しくは、ハローワークにおたず

ねください。

① 都道府県、市（特別区を含む。）、福祉事務所を設置する町村（以下「地方公共団体」とい

う。）が労働局・ハローワークと生活保護受給者等就労自立促進事業に係る協定を締結し、こ

の協定に基づき、ハローワークに就労支援の要請がなされた者であること

② 地方公共団体が実施する被保護者就労支援事業の対象者として支援を受けている者である

こと

③ 地方公共団体が実施する生活困窮者に対する就労支援（自立相談支援事業における就労支

対象労働者及び支給額

沖縄助成金センター・事業所管轄ハローワーク

地方公共団体またはハローワークにて就労支援を受けている生活保護受給者等を、ハローワ

ークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる

事業主に対して助成するもので、生活保護受給者等の雇用機会の増大および雇用の安定を目的

としています。事業主には雇い入れた者に対する配慮事項等について報告をいただきます。

なお、雇入れから６か月後を目途にハローワーク職員等が職場を訪問し、職場定着に向けた

相談などの支援を行います。

次の条件により雇い入れた場合に受給することができます。

１．ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること

２．雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが雇入れ時点で確実であることが

雇用契約書等の書面からも認められること

※対象労働者の年齢が雇入日現在における満年齢が 65 歳未満で、雇入日時点で当該労働者を６５歳以上に

達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して２年以上であることをいいます。

３．対象労働者の雇用状況の報告

対象労働者の雇用の状況などその雇用管理に関する事項について、「特定求職者雇用開発助成

金（生活保護受給者等雇用開発コース）雇用管理事項報告書」により支給申請にあわせて管轄の

労働局に報告すること

４．次のいずれかに該当する場合は支給対象となりません。

（１）対象労働者と当該対象労働者を雇い入れる事業主（以下「雇入れ事業主」という）と

の間で、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等による紹介を受ける前から雇用の

内定（予約）があった場合

（２）対象労働者が、その雇入れ日の前日から過去３年間に、雇入れ事業主との関係におい

て、次のいずれかに該当する場合

①雇入れ事業主と雇用、請負、委任の関係にあった場合、または、出向、派遣、請負、

委任の関係により当該雇入れ事業主において就労したことがある場合

②雇入れ事業主において、通算して３か月を超えて訓練・実習等を受講したことがある

場合

（３）対象労働者が、その雇入れ日の前日から過去３年間に、雇入れ事業主の事業所で職場

適応訓練（短期の職場適応訓練を除く）を受けたことがある場合

（４）対象労働者の雇入れ日の前日から過去１年間に、対象労働者と雇用、請負、委任の関

係にあった事業主、出向、派遣、請負、委任の関係により対象労働者を事業所において

就労させたことがある事業主、対象労働者が通算して３か月を超えて受講等したことが

ある訓練・実習等を行っていた事業主と、資本的・経済的・組織的関連性等からみて密

接な関係にある事業主が当該対象労働者を雇い入れる場合

（５） 対象労働者が、雇入れ事業所の事業主または取締役の３親等以内の親族（配偶者、

３親等以内の血族および姻族）である場合

特定求職者雇用開発助成金（生活保護受給者等雇用開発コース）

対象となる措置
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（６）対象労働者が、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等による紹介の時点におけ

る条件とは異なる条件で雇い入れられた場合で、当該対象労働者に対し労働条件に関す

る不利益または違法行為があり、かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることにつ

いての申し出があった場合

（７）支給対象期における対象労働者の労働に対する賃金が、支払期日までに支払われてい

ない場合

（８）対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金（生活保護受給者等雇用

開発コース）の支給決定の対象となった者のうち、雇入れ日から起算して１年を経過す

る日（以下「確認日Ａ」という）が基準期間内にある者が５人以上いる場合であって、

それらの者が、確認日Ａの時点で離職している割合が 25％を超えている場合

※ 就労継続支援Ａ型事業所で、平成２９年５月１日以降に対象労働者を雇い入れている場合のみ

（以下(9)において同じ）。

（９）対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース）

の支給決定の対象となった者のうち、助成対象期間の末日の翌日から起算して１年を経

過する日（以下「確認日Ｂ」という）が基準期間内にある者が５人以上いる場合であっ

て、それらの者が、確認日Ｂの時点で離職している割合が 25％を超えている場合

５．支給対象期（下記「支給額」の１を参照）の途中で当該対象労働者を雇用しなくなった場合

（対象労働者の責めに帰すべき理由による解雇、対象労働者の死亡、天災その他やむを得ない理由に

より事業の継続が不可能となったことによる解雇を除く）は、当該支給対象期については不支給とな

ります。

※なお、平成３０年１０月１日以降に対象労働者を事業主都合により離職させた場合、離職させた日以後３年間、

当該事業所に対して生活保護受給者等雇用開発コースは不支給となります。

１．対象労働者

本助成金における「対象労働者」は、次のすべてに該当する求職者です。

（１）生活保護受給者または生活困窮者であって、次の①～③のいずれかに該当する者

※「生活保護受給者」とは、雇入れ日の時点で現に生活保護を受給中の者であって、生活保

護の申請段階の者や過去に生活保護を受給していた者は含みません。この助成金の対象

となる「生活困窮者」とは、地方公共団体が、生活困窮者自立支援法に基づく計画（自

立支援計画）の作成を行った者であり、雇入れ日に、当該自立支援計画に記載された支

援の目標の達成時期が到来していない者に限ります。詳しくは、ハローワークにおたず

ねください。

① 都道府県、市（特別区を含む。）、福祉事務所を設置する町村（以下「地方公共団体」とい

う。）が労働局・ハローワークと生活保護受給者等就労自立促進事業に係る協定を締結し、こ

の協定に基づき、ハローワークに就労支援の要請がなされた者であること

② 地方公共団体が実施する被保護者就労支援事業の対象者として支援を受けている者である

こと

③ 地方公共団体が実施する生活困窮者に対する就労支援（自立相談支援事業における就労支

対象労働者及び支給額

沖縄助成金センター・事業所管轄ハローワーク

地方公共団体またはハローワークにて就労支援を受けている生活保護受給者等を、ハローワ

ークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる

事業主に対して助成するもので、生活保護受給者等の雇用機会の増大および雇用の安定を目的

としています。事業主には雇い入れた者に対する配慮事項等について報告をいただきます。

なお、雇入れから６か月後を目途にハローワーク職員等が職場を訪問し、職場定着に向けた

相談などの支援を行います。

次の条件により雇い入れた場合に受給することができます。

１．ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること

２．雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが雇入れ時点で確実であることが

雇用契約書等の書面からも認められること

※対象労働者の年齢が雇入日現在における満年齢が 65 歳未満で、雇入日時点で当該労働者を６５歳以上に

達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して２年以上であることをいいます。

３．対象労働者の雇用状況の報告

対象労働者の雇用の状況などその雇用管理に関する事項について、「特定求職者雇用開発助成

金（生活保護受給者等雇用開発コース）雇用管理事項報告書」により支給申請にあわせて管轄の

労働局に報告すること

４．次のいずれかに該当する場合は支給対象となりません。

（１）対象労働者と当該対象労働者を雇い入れる事業主（以下「雇入れ事業主」という）と

の間で、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等による紹介を受ける前から雇用の

内定（予約）があった場合

（２）対象労働者が、その雇入れ日の前日から過去３年間に、雇入れ事業主との関係におい

て、次のいずれかに該当する場合

①雇入れ事業主と雇用、請負、委任の関係にあった場合、または、出向、派遣、請負、

委任の関係により当該雇入れ事業主において就労したことがある場合

②雇入れ事業主において、通算して３か月を超えて訓練・実習等を受講したことがある

場合

（３）対象労働者が、その雇入れ日の前日から過去３年間に、雇入れ事業主の事業所で職場

適応訓練（短期の職場適応訓練を除く）を受けたことがある場合

（４）対象労働者の雇入れ日の前日から過去１年間に、対象労働者と雇用、請負、委任の関

係にあった事業主、出向、派遣、請負、委任の関係により対象労働者を事業所において

就労させたことがある事業主、対象労働者が通算して３か月を超えて受講等したことが

ある訓練・実習等を行っていた事業主と、資本的・経済的・組織的関連性等からみて密

接な関係にある事業主が当該対象労働者を雇い入れる場合

（５） 対象労働者が、雇入れ事業所の事業主または取締役の３親等以内の親族（配偶者、

３親等以内の血族および姻族）である場合

特定求職者雇用開発助成金（生活保護受給者等雇用開発コース）

対象となる措置
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援）を受けている者であること

（２）（１）①～③の支援を各３か月あるいは（１）①及び②又は（１）①及び③の支援を通算して

３か月を超える期間受けており、雇入れ日現在において、就労支援の期間内であること

※地方公共団体とハローワークにおいて定める就労支援の期間または地方公共団体が定め

る就労支援の期間のことです。詳しくは、ハローワークにおたずねください。

（３）ハローワークまたは民間職業紹介事業者等の紹介の時点で失業の状態にある者

（４）雇入れ日現在において、満６５歳未満の者であること

２．支給額

対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額

短時間労働者以外
60 万円

（５０万円）

1 年

（1 年）

30 万円 × 2 期

（25 万円 × 2 期）

短時間労働者
40 万円

（30 万円）

1 年

（1 年）

２0 万円 × 2 期

（１5 万円 × 2 期）

※（ ）内は中小企業以外の事業主に対する支給額になります。

※主な要件を記載しています。詳細は下記でご確認ください。

インターネット：厚生労働省 HP 「事業主の方のための雇用関係助成金」

沖縄労働局 HP 「助成金について」

パンフレッ ト：雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)


